
行田市と（株）埼玉りそな銀行との
「空き家等の有効活用等の促進に関する協定」に基づく
相談申込書及び情報提供同意書兼誓約書
　　令和　　年　　月　　日

　（宛先）
行田市長　宛て
　次の空き家の相談をしたいので申し込みます。
　相談に関する下記の個人情報を含む情報について、（株）埼玉りそな銀行に情報を提供すること及び相談対応の結果について、（株）埼玉りそな銀行が行田市に情報提供することについて同意します。
また、行田市暴力団排除条例（平成２４年条例第３０号）第２条に規定する暴力団員、同条例第３条第２項に規定する暴力団関係者又はそれらの者と不適切な関係を有する者でないことを誓約します。
	申込者記入欄
	住　所
	

	
	フリガナ
	
	電　話
	

	
	氏　名
	
	メールアドレス
	


	空き家
所在地
	　行田市

	申込者の
権利関係
	· 土地及び建物の所有者　□ 建物の所有者　□ 土地の所有者
· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	相談内容
	· 売却　□ 賃貸　□ 解体　□ リフォーム　□　相続
· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	困っていること、知りたいことなどあれば、ご記入ください。


※この申込みにより登録された個人情報や調査結果等の個人情報は、本事業の目的以外には使用いたしません。
	受付番号
	


【注意事項】※必ずお読みください。
１. 行田市及び（株）埼玉りそな銀行は、取得した個人情報を含む情報を「空き家まるごと解決システム」を含む本業務以外の目的に利用しません。
２. この申込書及び同意書兼誓約書は物件の売却依頼書（仲介契約書）等ではありません。
３. 行田市内に所在する空き家が、本申込みの対象です。
４．行田市暴力団排除条例（平成２４年条例第３０号）第２条に規定する暴力団及び暴力団員又は同条例第３条第２項に規定する暴力団関係者との不適切な関係を有することが確認された場合、本制度の利用は終了となります。

５. 本制度に基づく相談は無料ですが、相談の範囲を超えた有償業務の提供はありません。
なお、本制度は、相談希望者の意思に基づき、（株）埼玉りそな銀行及び「空き家まるごと解決システム」連携事業者からの説明に同意した上で、関係事業者に有償業務提供を依頼することを妨げるものではありません。
ただし、それにより本制度の利用は終了となり、以後は関係事業者から有償業務の提供を受けることとなります。契約等に関する疑義が生じた場合は、市が関与することなく、当事者間で解決をお願いします。
· 連携企業が具体的な対応を実施する場合、有償となります。
【相談や情報提供の流れ】
[image: image1.png]TEHLHEY Z ERITOEREEA X -

TETH LY ZERAE
TEH @ TN=T~BR ZERHEKG

@
aEmiNcs A
wn

@ B ERiMeL Y @ ghem
BRES 1D R
- ©  HEYTumE

#1164

ansxssznn ®
@ oRREE BERH
® e
BERD ERPELY !ﬁzl
nshiE BEREH - FBA=—X L.
Flow SR oE 5537
< Zouw
AT

© WEY L BTEE

TERA—F—F .

?‘ HELYER - C-XETYYIE BANK
i~ ;

1
L 3
1

® zE~paRgLRO
RERE: i





表　面（裏面の注意事項等をご覧ください。）

裏　面

